
バラ（ザ・ピルグリム）

花ことば：(黄色) 献身・可憐

http://www.nenkin.go.jp/ http://www.e-gov.go.jp/

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

http://www.syahokyo-akita.jp
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「施設利用会員証」の発行について…２　１１月は「ねんきん月間」です…３
秋田事務センターを仙台広域事務センターへ統合します…４　街角の年金相談センター秋田（オフィス）をご利用ください！…４
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます…５　社会保険料の納付には口座振替をご利用ください…５
届書・申請書作成支援サービスをご利用ください…６　いちはやく健康保険の情報をお伝えします…６
ご家族の方の健康診断「特定健診」をもう受診されましたか？…７　新規健康経営宣言事業所をご紹介します…８



2／社会保険あきた／29年10･11月

秋田県社会保険協会からのお知らせ

　「施設利用会員証」の発行については、当誌６－７月号でもお知らせしましたが、優待利用契約施設の追加
があったため、この事業に係る当会のホームページを更新します。（11月上旬予定）
　会員事業所様の従業員とそのご家族がホテル等の契約優待施設を利用した場合、宿泊料金等の優待割引
きが受けられる「施設利用会員証」を引き続き発行しております。ご利用を希望される会員事業所様は、下記
の「施設利用会員証交付申込書」または当会のホームぺージから申込書をダウンロードしてお申込みください。
　なお、契約優待施設、優待内容および利用方法等の詳細は、当会ホームページの「会員限定特典ページ」に
掲載しておりますのでご覧ください。

※対象施設については、今後、県内の施設や東北・北海道の施設も含め拡大される予定ですが、その内容についてはその都度当誌にてご連
　絡いたします。
※「プリンスホテル優待プラン」および「ダイワロイヤルホテルズ」ご利用の方は専用Webサイト内での予約となり、専用のログインパス
　ワードが必要となりますが、「施設利用会員証」をお送りするときに、専用Webサイトのパスワードも併せて通知いたします。

■「施設利用会員証」の交付申込み
　次のものを同封して郵送でお申込みください。
　１．施設利用会員証交付申込書
　２．切手（82円）を貼付し、送付先を記載した返信用封筒

■ 施設利用会員証の取扱い
　１．施設利用会員証に、あらかじめ事業所名をご記入ください。
　２．施設利用会員証の有効期限は３年間（2020年３月31日）です。
　３．施設利用会員証は、事業所において利用管理し、事業所内での再利用とします。
　４．申込枚数は、１事業所10枚までとします。ただし、特別な理由がある場合はこの限りではありません。

施設利用会員証交付申込書

事業所整理番号 事業所名

枚

（例：01－アハセ）

※大きさは名刺サイズ

※この申込書にご記入いただきました個人情報は、本事業の運営及びそれに関するご連絡・ご案内以外には使用いたしません。

―

〒　　－

（　　　　）　　－

所 在 地

電 話 番 号

担 当 者 氏 名

F A X 番 号

申 込 枚 数

秋田県
秋田市中通 6－7－9
TEL018-831-6205

【お問い合わせ先】 〒０１０－０００１　秋田市中通６－７－９
TEL０１８－８３１－６２０５　ＦＡＸ０１８－８３２－３６８１
ホームページ　 ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．syahokyo-akita.jp一般財団法人 秋田県社会保険協会

船員保険会
ホテル法華クラブグループ
高輪・品川プリンスホテルグループ
プリンスホテル優待プラン
湯快リゾート株式会社
ダイワロイヤルホテルズ（大和リゾート株式会社）
かんぽの宿（日本郵政株式会社）
その他（宿泊施設）
その他（日帰り施設）

４施設
17施設
４施設
―　

27施設
27施設
50施設
５施設
10施設

■対象施設（具体的な施設名は当会HPをご覧ください。）

「施設利用会員証」の発行について「施設利用会員証」の発行について
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日本年金機構からのお知らせ

ねん ん月間きねん ん月間き
年 金 保 険 料 、 納 め て い ま す か ？
こ の 機 会 に 年 金 加 入 状 況 の 確 認 を ！

です

日本年金機構は厚生労働省と協力して11月を「ねんきん月間」と
位置づけ、公的年金制度の普及・啓発活動を積極的に行います。

11月30日は
「年金の日」
「ねんきんネット」で
未来の生活設計について
考えてみませんか？

いい みらい
11月30日は
「年金の日」
「ねんきんネット」で
未来の生活設計について
考えてみませんか？

いい みらい

ねんきん月間の目的は・・・
国民の皆さまに公的年金制度を身近に感じていただき、理解を深めていただくことを目的としています。

詳しくは「ねんきんネット」で検索

ねんきんネット

スマートフォンはこちら！

検　索

主にこのような活動をしています
！

11月は



4／社会保険あきた／29年10･11月

日本年金機構からのお知らせ

秋田事務センターを仙台広域事務センターへ統合します

街角の年金相談センター秋田（オフィス）をご利用ください！



社会保険あきた／29年10･11月／5

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます

社会保険料の納付には口座振替をご利用ください



6／社会保険あきた／29年10･11月

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

協会けんぽのメールマガジンにご登録ください
協会けんぽでは、今後の健康保険料率の確定状
況や、健康保険制度の改正など、常に最新の情
報をメールマガジンにてお伝えしています。職
場の総務関係パソコンのアドレスをご登録いた
だくなどして是非ご活用ください。また、協会
けんぽ加入の方でなくても
ご登録可能です。

協会けんぽ秋田支部のホームページから左のバナーをクリック、
もしくは、こちら（↓）のURLを直接入力してください。

高額な医療費がかかったときなど
各種給付金の申請のしかた
健康が気になる方へ
簡単な運動や食事のコツをアドバイス無料（0円）

メールマガジンの登録はこちらから

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/akita/cat130/

A1

A2

A3

Q2

Q3

今後の健康保険料率の動向や、健康保険制度の
改正など最新情報を掲載

�
�
�
�

Q1

協会けんぽの
ホームページから
ＰＤＦファイルを
ダウンロード

必要項目を
入力し、印刷

手書きする項目
を記入し、押印

ご加入の
協会けんぽ支部
へ郵送

届書・申請書作成支援サービスをご利用ください
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ご家族の方の健康診断「特定健診」をもう受診されましたか？

住所変更届提出のお願い

秋田まるごと市場にて特定健診を実施しました

～受診券を平成30年4月にご自宅へお送りします～

40～74歳の
被扶養者
（ご家族）

特定健康診査
補助があり、『おトク』です

費用は無料～6,480円

特定保健指導

近所で受診でき、『お手軽』です

がん検診も一緒に受けられ、『安心』です

※費用は医療機関によって異なります

※費用は特定保健指導実施機関によって
異なります

県内では約400の医療機関や、市町村で実施す
る集団健診で受診できます。

市町村で実施する集団健診で、同時にがん検診
も受けられる場合があります。

本人負担 約1,090円
特定健診受診後、生活習慣の
改善が必要な方を対象として、
ご自宅に「特定保健指導利用
券」を送付させていただきます。
特定保健指導の費用の総額が、
協会けんぽが補助する金額を
下回る場合は、自己負担はあ
りません。



8／社会保険あきた／29年10･11月

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

018-883-1841

■秋田市

■男鹿市

■由利本荘市

■にかほ市

■五城目町

■八郎潟町

■大潟村

■大館市

■大館市

■能代市

■北秋田市

■鹿角市

■三種町

■大仙市

■横手市

■横手市

■湯沢市

■湯沢市

■仙北市

■美郷町

■羽後町
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受給資格期間の短縮について

Ｑ 　平成29年８月から、年金の受給資格期間が10年
あれば年金がもらえるようになると聞きましたが、
具体的に教えてください。

Ａ

「
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
」

　　　　これまで年金の受給資格期間は25年以上必要
　　　でしたが、法律改正によって平成29年8月から
は10年の受給資格期間を満たせば、請求により保険料
納付済期間等に応じた年金を受けられます。
　施行日（平成29年８月１日）時点で、年金を受ける
ための必要な期間（保険料納付済等の期間）が10年以
上あり、受給開始年齢に達している方へは、日本年金
機構から 短縮 と表示された黄色の請求書が送付され
ております。
　請求手続きをされていない場合は、早めに手続きを
お願いいたします。
　受給資格期間には、保険料納付済期間と保険料免除
期間、合算対象期間を合わせることができます。(合算
対象期間は、年金額の計算対象にはなりませんが、資
格期間の対象にはなります。)

【主な合算対象期間】
①厚生年金期間や共済組合の加入者の配偶者で国民年
　金に任意加入しなかった期間（昭和36年４月１日か
　ら昭和61年３月31日まで）
②学生で国民年金に任意加入しなかった期間（昭和36
　年４月１日から平成３年３月31日まで）
③海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入
　しなかった期間（昭和36年４月１日から）
④昭和36年４月から昭和61年３月31日までの間に脱
　退手当金の支給対象となった期間、障害年金または
　遺族年金を受けた期間、昭和61年以前の国会議員や
　地方議会議員の期間
　ただし、合算対象期間の有無については、年金機構
では把握できませんので、ご本人からの申出および戸
籍や在籍証明等の証明書類によって、期間の確認が必
要となります。



▲

― 

職
場
内
で
回
覧
し
ま
し
ょ
う 

―

第173回　コンタクトレンズと上手につき合いましょう
　国内のコンタクトレンズ使用者は1,500万～1,800万人いるといわれています。長所も短所もありますの
で、今回はコンタクトレンズにつきましてお伝えします。

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

一般財団法人秋田県社会保険協会

★ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル

★ねんきんダイヤル（年金全般に関する相談）

年金についての相談やお問い合わせ先

平成29年11月 平成29年12月
日 月 火 水 木 金 土

休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください

日 月 火 水 木 金 土

6

13

20

27

7

14

21

28

5

12

19

26

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

5

12

19

26

4

11

18

25

6

13

20

27

7

14

21
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　31


